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                                   30 熊保第４５０６号 

                                   平成３０年８月３日 

                                 

大阪社会保障推進協議会 

会長 井上 賢二 様 

 

                                 熊取町長 藤 原 敏 司 

                                      （公印省略） 

 

２０１８年度自治体キャラバン行動・要望書への回答について 

 

２０１８年６月１５日付けで要望のありました項目について下記のとおり回答いたします。 

 

記 

１１１１．．．．子子子子どもどもどもども施策施策施策施策・・・・貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策    

    

①①①①自治体自治体自治体自治体としてのとしてのとしてのとしての「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困対策計画貧困対策計画貧困対策計画貧困対策計画」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、目標値目標値目標値目標値をををを設定設定設定設定しながらしながらしながらしながら施策施策施策施策をををを推進推進推進推進することすることすることすること。。。。    

  （回答） 

子どもの貧困対策は、経済的側面のみでなく、教育や就労など様々な側面があり、国におい

ても子どもの貧困に関する２５の指標を用いて、「教育の支援」や「生活の支援」、「経済的支

援」などを重点施策として設定し、全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会

の実現を目指すこととされており、様々な施策を総合的に推進することが重要であると認識し

ております。 

     本町におきましては、子どもの貧困対策を含めた「熊取町子ども・子育て支援計画」に掲載

の各施策を着実に推進することにより、子どもの貧困対策を総合的に推進できるものと考え

ております。 

 

②②②②大阪府及大阪府及大阪府及大阪府及びびびび各市各市各市各市のののの「「「「子子子子どものどものどものどもの生活実態調査生活実態調査生活実態調査生活実態調査」」」」結果結果結果結果・・・・分析分析分析分析にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、朝食支援朝食支援朝食支援朝食支援、、、、休日休日休日休日のののの食事食事食事食事等等等等へのへのへのへの支支支支

援援援援にににに自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして本格的本格的本格的本格的にににに取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと。。。。学校給食学校給食学校給食学校給食はははは義務教育義務教育義務教育義務教育のののの一貫一貫一貫一貫としてとしてとしてとして無料無料無料無料ととととすることすることすることすること。。。。給食給食給食給食

内容内容内容内容はははは子子子子どものどものどものどもの食食食食をささえるにをささえるにをささえるにをささえるに値値値値するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも自校式完全給食自校式完全給食自校式完全給食自校式完全給食としとしとしとし、、、、就学援助就学援助就学援助就学援助のののの対対対対

象象象象とすることとすることとすることとすること。。。。またまたまたまた、、、、子子子子どものどものどものどもの貧困調査貧困調査貧困調査貧困調査（（（（生活実態調査生活実態調査生活実態調査生活実態調査））））についてはについてはについてはについては毎年実施毎年実施毎年実施毎年実施しししし、、、、施策立案施策立案施策立案施策立案によるによるによるによる

効果効果効果効果をををを検証検証検証検証・・・・分析分析分析分析することすることすることすること。。。。    

   （回答） 

本町においては、平成２９年度より住民提案型協働事業として採択されている「こどもレス

トラン」に対し、補助金を交付しており、実行委員会に出席するなど、同レストランの運営に

参画しております。 

なお、朝食支援などの食事支援の取組については、同レストランの運営状況及び事業効果を

見極めるとともに、大阪府の「子どもの生活に関する実態調査」の結果を踏まえた大阪府及び

府下市町村の動向を注視し、調査・研究を進めてまいります。 

子どもの貧困対策の推進にあたっては、地域の実情に応じた施策立案、課題解決を図ってい

くことが重要であると認識しており、本町におきましては、毎年度、「子ども・子育て会議」

において、「熊取町子ども・子育て支援計画」に掲載の各施策の進捗状況等を報告するととも

に、課題等を分析し、次年度以降の方向性を示しているところでございます。 

次に、給食の食材費については、学校給食法に基づき、保護者負担となっているところです
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が、就学援助制度の認定世帯に対しては、食材費の全額を就学援助費として支給しているとこ

ろです。 

学校給食については、今後、老朽化が進む給食施設の再整備が必要となる場合には、共同調

理方式等も視野にそのあり方についての検討が必要であるものと考えていますが、当面は、現

行の自校方式を継続していきたいと考えています。 

給食内容については、学校の栄養教諭等が中心となって、国が示す栄養価を満たし、バラン

スのとれた献立を作成しており、各校で行っている保護者を対象とする給食試食会においても、

よい評価をいただいているところです。 

    

③③③③就学援助制度就学援助制度就学援助制度就学援助制度についてはについてはについてはについては、、、、実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行いいいい、、、、実態実態実態実態にににに見合見合見合見合ったったったった金額金額金額金額とするとともにとするとともにとするとともにとするとともに、、、、入学準備金入学準備金入学準備金入学準備金のののの

前倒前倒前倒前倒しししし支給支給支給支給（（（（２２２２月中月中月中月中））））とするとともにとするとともにとするとともにとするとともに、、、、そのそのそのその他他他他のののの支給支給支給支給についてもについてもについてもについても早早早早くすることくすることくすることくすること。。。。クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動にににに関関関関すすすす

るるるる費用費用費用費用についてもについてもについてもについても助成助成助成助成をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。所得要件所得要件所得要件所得要件についてについてについてについて旧基準旧基準旧基準旧基準（（（（2013201320132013 年以前年以前年以前年以前））））のののの1.31.31.31.3 倍以上倍以上倍以上倍以上とすることすることすることするこ

とととと。。。。    

 （回答） 

就学援助制度の支給金額については、要保護児童に対する国の補助基準額と同額を支給する

こととし、これに対応した予算を確保して支給しているところです。 

続いて、就学援助金の支給時期ですが、まず、入学準備金の前倒し支給については、平成

29 年度から、平成30 年4 月入学の町立全小・中学校の児童生徒を対象として開始し、具体的

には、入学前の本年3 月13 日（火）に支給したところです。この支給日を2 月中に行うこと

については、支給に係る事務スケジュール等諸条件を踏まえて、慎重に検討したいと考えます。

次に、新入学生に対する新入学学用品費以外の就学援助費の支給日につきましては、近隣市町

の中では最も早い7 月下旬に支給しています。この支給時期を早めることについては、課税決

定前の確定申告書の写しやその他の所得に関する資料を提出いただくことが必要となります。

認定事務に関しては、間違いや漏れのないように進めること、また、一旦支給した援助費の返

還が発生することのないように事務を進めていくことが大切だと考えており、現状の7 月中の

支給を目標に事務を進めることが最善と考えます。 

続いて、クラブ活動に関する費用については、就学援助費を含む教育費全体における財源確

保が困難になってきている状況の中で、支給項目を広げることは困難と考えております。 

続いて、所得要件を旧基準（2013 年以前）の 1.3 倍以上とすることにつきましては、これ

まで実質的に近隣市町の中では最も広く認定できる基準を維持してきたところですが、平成

30 年度からの「熊取町行財政構造改革プラン・アクションプログラム」において、本来の制

度の趣旨や近隣市町の状況を踏まえたな中で、認定基準の見直しを行うことを定め、これに基

づき、具体的には、平成31 年4 月入学の新入学学用品費の支給から、新たな認定基準で行う

こととし、直近の生活保護基準の1.3倍をベースとした認定基準を基本に検討を進めています。 

 

④④④④学習支援学習支援学習支援学習支援・・・・無料塾無料塾無料塾無料塾についてはについてはについてはについては、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、生活困窮者自立生活困窮者自立生活困窮者自立生活困窮者自立支援担当課支援担当課支援担当課支援担当課、、、、ひとりひとりひとりひとり親施策担当課等親施策担当課等親施策担当課等親施策担当課等

がががが横断的横断的横断的横断的にににに取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと。。。。学習支援学習支援学習支援学習支援についてはについてはについてはについては食食食食のののの支援支援支援支援もももも同時同時同時同時にににに行行行行うことうことうことうこと。。。。子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち向向向向けのちらけのちらけのちらけのちら

しをしをしをしを作成作成作成作成しししし、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが自分自分自分自分でででで判断判断判断判断できるようにすることできるようにすることできるようにすることできるようにすること（（（（学習支援学習支援学習支援学習支援についてのチラシ・についてのチラシ・についてのチラシ・についてのチラシ・配付物配付物配付物配付物をををを当当当当

日参加者全員日参加者全員日参加者全員日参加者全員にににに配布配布配布配布してくださいしてくださいしてくださいしてください）。）。）。）。様々様々様々様々なななな奨学金奨学金奨学金奨学金についてについてについてについて案内案内案内案内するパンフレットをするパンフレットをするパンフレットをするパンフレットを作成作成作成作成することすることすることすること

（（（（作成作成作成作成しているパンフレットなどがあればしているパンフレットなどがあればしているパンフレットなどがあればしているパンフレットなどがあれば当日参加者全員当日参加者全員当日参加者全員当日参加者全員にににに配布配布配布配布してくださいしてくださいしてくださいしてください）。）。）。）。    

 （回答） 

生活困窮世帯及び生活保護世帯の児童等に対する学習支援は、大阪府の委託を受けた大阪

府社会福祉協議会が実施しており、本町内では町民会館において週１回、土曜日の午前１０

時から正午までの２時間で実施しております。 

        実施にあたっては町広報紙に掲載するとともに、ちらしを児童扶養手当の月額改定通知時
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に同封しているほか、町内各中学校へも必要に応じて配付し、周知に努めているところです。 

        なお、ちらしの内容については、子どもたちにも理解しやすく作成されているものと考え

ておりますが、状況を見ながら改善したいと考えております。 

また、学習支援と同時に食の支援についてですが、現在実施している学習支援の実施場所

や時間等から、現行では難しいものと考えておりますので、ご理解をいただきますようお願

いします。 

 

⑤⑤⑤⑤待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消とともにとともにとともにとともに、、、、虐待虐待虐待虐待やネグレクトのやネグレクトのやネグレクトのやネグレクトの発見発見発見発見・・・・対応対応対応対応のためにのためにのためにのために、、、、保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・こども・こども・こども・こども園園園園

等等等等にソーシャルケースワーカーにソーシャルケースワーカーにソーシャルケースワーカーにソーシャルケースワーカー配置配置配置配置をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

   （回答） 

待機児童対策については、引き続き保育士の確保に努めるとともに、町内の私立幼稚園で 

の保育受入れ枠の拡充に向けた取り組みを積極的に支援するなど、保育ニーズに適確に対応 

できるよう努めてまいります。 

     また、虐待やネグレクトの発見・対応につきましては、保育所等に現在入所されている児童

はもとより、未就園児と保護者についても、地域の子育て支援の拠点として、保育士が見守り

や支援等が必要であると判断した場合は、児童虐待担当部署と連携しながら、必要な支援を行

っております。具体的には要保護児童対策地域協議会が実施する保育所等への巡回訪問（年３

回）や、個別ケース検討会議等を通じて、個別ケースの状況の情報共有を図っております。 

      さらに、公立・民間保育所（園）の保育士を対象に要保護児童等の支援に関する研修を実施

し、保育士の相談対応力の向上を図っているところです。 

 

⑥⑥⑥⑥児童扶養手当全額支給世帯児童扶養手当全額支給世帯児童扶養手当全額支給世帯児童扶養手当全額支給世帯はははは生活保護基準以下生活保護基準以下生活保護基準以下生活保護基準以下であるのにであるのにであるのにであるのに生活保護受給捕捉率生活保護受給捕捉率生活保護受給捕捉率生活保護受給捕捉率はわずかであるはわずかであるはわずかであるはわずかである。。。。

児童扶養手当現況届提出時児童扶養手当現況届提出時児童扶養手当現況届提出時児童扶養手当現況届提出時にににに生活保護生活保護生活保護生活保護のてびきをのてびきをのてびきをのてびきを配布配布配布配布するなどするなどするなどするなど周知周知周知周知をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

   （回答） 

児童扶養手当現況届の提出窓口では、毎年、大阪府が作成しているパンフレット「ひとり

親家庭の皆さんへのお知らせ」を用意し、必要な情報が周知できるようひとり親家庭の支援

に努めているところです。 

        あわせて、同じく大阪府が作成している生活保護のしおりにつきましても、窓口で用意し必

要な方への配付をしたいと考えております。 

 

 

２２２２．．．．国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険・・・・医療医療医療医療    

 

①①①①大阪府統一国保大阪府統一国保大阪府統一国保大阪府統一国保ではではではでは、、、、低所得者及低所得者及低所得者及低所得者及びびびび子子子子どもがいるどもがいるどもがいるどもがいる世帯世帯世帯世帯のののの保険料保険料保険料保険料がががが上上上上がるばかりかがるばかりかがるばかりかがるばかりか、、、、住民住民住民住民をををを守守守守るたるたるたるた

めのめのめのめの条例減免制度条例減免制度条例減免制度条例減免制度がががが廃止廃止廃止廃止になるなどになるなどになるなどになるなど、、、、府民府民府民府民にとってにとってにとってにとって何何何何らメリットがないことはらメリットがないことはらメリットがないことはらメリットがないことは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。国国国国もももも

市町村市町村市町村市町村によるによるによるによる賦課権限賦課権限賦課権限賦課権限はこれまでとはこれまでとはこれまでとはこれまでと変変変変わらないことをわらないことをわらないことをわらないことを明言明言明言明言していることからしていることからしていることからしていることから、、、、これまでどおりこれまでどおりこれまでどおりこれまでどおり市町市町市町市町

村村村村がががが独自独自独自独自にににに保険料保険料保険料保険料をををを決定決定決定決定しししし条例減免条例減免条例減免条例減免はこれまではこれまではこれまではこれまで以上以上以上以上のもののもののもののもの内容内容内容内容とすることとすることとすることとすること。。。。一般会計法定外繰入一般会計法定外繰入一般会計法定外繰入一般会計法定外繰入はははは

これまでどおりこれまでどおりこれまでどおりこれまでどおり行行行行いいいい、、、、払払払払えるえるえるえる保険料保険料保険料保険料のののの設定設定設定設定とすることとすることとすることとすること。。。。    

   （回答） 

平成 30 年度からの国保の広域化により大阪府が財政運営を担うことで、高額な新薬の承認

や感染症の発生などにより、想定以上に医療費が伸びるなどのリスクを大阪府全体で吸収し、

翌年度以降の急激な保険料率への影響を回避し、安定的な財政運営が図れるものです。 

また、同じ府内で同じ医療を受けても、居住する市町村によって保険料が異なるという現状

に対して、その負担の公平性を確保するためにも、統一の標準保険料率・保険料減免等が示さ
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れています。保険料減免については、大阪府国民健康保険運営方針の別に定める基準により運

用することで、本町のこれまでの保険料減免と比較して減免割合は拡大しております。 

また、一般会計からの繰入れは、同運営方針に基づいた取扱いとしてまいります。 

なお、都道府県化に伴い保険料額が急激に増加することがないよう、平成３０年度から平成

３５年度までの６年間は、市町村独自の激変緩和装置を講じることができ、本町国保では平成

３０年度は急激な保険料の引き上げを抑制するため、大阪府が示す市町村標準保険料率から医

療給付費分と後期支援金分の「平等割を２５％引き下げた保険料」とし、適切な保険料賦課を

行っております。 

平成３１年度以降は大阪府が示す市町村標準保険料率の動向や活用可能な財源を考慮して、

平成２９年度保険料額と比較し、平成３０年度の激変緩和措置を上限として可能な範囲で平成

３５年度までは、府内市町村の動向に注視するとともに、活用可能な財源が確保できれば必要

に応じた激変緩和措置を検討し、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 

②②②②特特特特にににに子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮としてとしてとしてとして、、、、子子子子どものどものどものどもの均等割均等割均等割均等割をゼロとするをゼロとするをゼロとするをゼロとする。。。。もしくはもしくはもしくはもしくは仙台市仙台市仙台市仙台市のようにのようにのようにのように申請申請申請申請無無無無

ししししでででで子子子子どものどものどものどもの均等割減免制度均等割減免制度均等割減免制度均等割減免制度をををを新新新新たにたにたにたに設設設設けることけることけることけること。。。。子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対するするするする新新新新たなたなたなたな調整交付金調整交付金調整交付金調整交付金のののの金額金額金額金額をををを明明明明らららら

かにしかにしかにしかにし、、、、それをそれをそれをそれを原資原資原資原資のののの一部一部一部一部とすることとすることとすることとすること。。。。    

   （回答） 

      保険料減免については、大阪府国民健康保険運営方針の別に定める基準に基づき運用するこ

ととしております。大阪府国民健康保険運営方針等が改正された場合は適切に対応します。 

また、多子減免等については大阪府・市町村広域化調整会議やワーキングにおいて協議・検

討されており、府内市町村の動向に注視するとともに、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

なお、賦課割合は、府内の５０％の団体が均等割７０、均等割３０としておりましたが、大

阪府国民健康保険運営方針で統一基準が定められ、同調整会議等の議論の中で、多子世帯への

配慮として、均等割６０、平等割４０とされ、本町も基準どおりとしております。 

 

③③③③滞納者滞納者滞納者滞納者へのへのへのへの財産調査財産調査財産調査財産調査・・・・差押差押差押差押についてはについてはについてはについては法令法令法令法令をををを遵守遵守遵守遵守しししし、、、、きめきめきめきめ細細細細かくかくかくかく面談面談面談面談しししし滞納処分滞納処分滞納処分滞納処分によってよもやによってよもやによってよもやによってよもや

生活困窮生活困窮生活困窮生活困窮にににに陥陥陥陥らせることがないようにすることらせることがないようにすることらせることがないようにすることらせることがないようにすること。。。。地方税法第地方税法第地方税法第地方税法第 15151515 条条条条・・・・国税徴収法第国税徴収法第国税徴収法第国税徴収法第 153153153153 条条条条にににに基基基基づきづきづきづき

無財産無財産無財産無財産、、、、生活困窮状態生活困窮状態生活困窮状態生活困窮状態のののの場合場合場合場合はははは直直直直ちにちにちにちに滞納処分滞納処分滞納処分滞納処分のののの停止停止停止停止をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。差押差押差押差押ええええ禁止額以上禁止額以上禁止額以上禁止額以上はははは差押差押差押差押えないえないえないえない

ことことことこと。。。。2013201320132013 年年年年のののの鳥鳥鳥鳥取県児童手当差押事件取県児童手当差押事件取県児童手当差押事件取県児童手当差押事件（（（（広島高裁松江支部広島高裁松江支部広島高裁松江支部広島高裁松江支部））））判決判決判決判決のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを理解理解理解理解しししし、、、、給与給与給与給与、、、、年金年金年金年金、、、、

児童手当等児童手当等児童手当等児童手当等がががが預貯金預貯金預貯金預貯金にににに入入入入ったったったった場合場合場合場合でもでもでもでも差押禁止財産差押禁止財産差押禁止財産差押禁止財産についてはについてはについてはについては差差差差しししし押押押押さえないことさえないことさえないことさえないこと。。。。    

   （回答） 

これまでも差押禁止財産については、関係法令を遵守し、滞納処分に係らないよう財産調査

や差押等の手続きを進め、該当世帯が生活困窮に陥ることのないよう滞納処分を行っておりま

す。 

      また、生活困窮世帯の滞納保険料については、状況を調査のうえ適切に滞納処分の停止を行

います 

 

④④④④「「「「国民健康保険広域化国民健康保険広域化国民健康保険広域化国民健康保険広域化    府府府府・・・・市町村共同計画市町村共同計画市町村共同計画市町村共同計画」」」」についてはについてはについてはについては自治体自治体自治体自治体からからからから大阪府大阪府大阪府大阪府のののの方方方方にににに提案提案提案提案があったがあったがあったがあった

とのことであるがとのことであるがとのことであるがとのことであるが、、、、新新新新たなたなたなたな基金基金基金基金のののの提案提案提案提案やややや大阪府大阪府大阪府大阪府はははは一切一切一切一切のののの負担負担負担負担をせずをせずをせずをせず財政管理財政管理財政管理財政管理をするなどをするなどをするなどをするなど非常非常非常非常にににに大大大大きききき

なななな問題問題問題問題をはらんでいるをはらんでいるをはらんでいるをはらんでいる。。。。共同計画共同計画共同計画共同計画についてはについてはについてはについては撤回撤回撤回撤回しししし、、、、国保法上担保国保法上担保国保法上担保国保法上担保されているされているされているされている各市町村各市町村各市町村各市町村のののの賦課賦課賦課賦課とととと給給給給

付付付付のののの決定決定決定決定にににに係係係係るるるる裁量裁量裁量裁量をををを確保確保確保確保することすることすることすること。。。。    

   （回答） 

「国民健康保険広域化 府・市町村共同計画」については、その内容や仕組みなど、詳細を

把握できておりません。 
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  今後、慎重な議論が必要な事項と考えております。 

 

⑤⑤⑤⑤「「「「大阪府地域医療構想大阪府地域医療構想大阪府地域医療構想大阪府地域医療構想」「」「」「」「大阪府第大阪府第大阪府第大阪府第 7777 次保健医療計画次保健医療計画次保健医療計画次保健医療計画」」」」策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって、、、、在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療とのかかわりでとのかかわりでとのかかわりでとのかかわりで

府内府内府内府内のののの救急医療救急医療救急医療救急医療のありのありのありのあり方方方方がががが議論議論議論議論されているされているされているされている。。。。またまたまたまた、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府はははは高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口のののの増加増加増加増加にににに加加加加えてえてえてえて、、、、単身単身単身単身・・・・認認認認

知症知症知症知症のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの増加増加増加増加がががが 2025202520252025 年年年年にににに向向向向けてけてけてけて重大重大重大重大なななな課題課題課題課題になっているになっているになっているになっている。。。。今後今後今後今後のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの推移推移推移推移とととと必要病床数必要病床数必要病床数必要病床数、、、、

施設数施設数施設数施設数をどのようにをどのようにをどのようにをどのように推計推計推計推計されされされされ、、、、どのようなどのようなどのようなどのような計画計画計画計画をををを立立立立てているのかおてているのかおてているのかおてているのかお知知知知らせいただきたいらせいただきたいらせいただきたいらせいただきたい。。。。救急医療救急医療救急医療救急医療

のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる急性期病床急性期病床急性期病床急性期病床のののの拡充拡充拡充拡充とととと高齢者高齢者高齢者高齢者のののの居場所居場所居場所居場所となるとなるとなるとなる施設施設施設施設のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてることめてることめてることめてること。。。。    

   （回答） 

本町の高齢者の推移につきましては、「いきいきくまとり高齢者計画 2018（熊取町第７期 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」（計画期間：平成30（2018）年度～平成32（2020）

年度）において、平成 32（2020）年の高齢者人口は 12,410 人、高齢化率は 28.7%、2025

年には高齢者人口12,512 人、高齢化率30.0%に達すると見込んでいます。 

必要病床数については、「大阪府地域医療構想」の中で、本町が属する泉州医療圏において、

2025年には8,957床としていますが、平成29年6月30日現在の既存病床数は8,918床あり、

一般病床及び療養病床の基準病床数4,847 床を満たしている状況です。 

また、施設数について、介護老人福祉施設は町内に３施設、179 床、介護老人保健施設は２

施設、120 床を整備しています。 

本町におきましては、計画に基づき、必要病床数の確保並びに施設の確保に今後も努めてま

いりたいと考えます。 

 

⑥⑥⑥⑥現在麻疹現在麻疹現在麻疹現在麻疹のののの流行流行流行流行がががが危惧危惧危惧危惧されているがされているがされているがされているが、、、、毎年麻疹毎年麻疹毎年麻疹毎年麻疹やややや MRMRMRMR ワクチンワクチンワクチンワクチン、、、、インフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチン不足不足不足不足がががが

問題問題問題問題になっているになっているになっているになっている。。。。ワクチンのワクチンのワクチンのワクチンの確保確保確保確保についてはについてはについてはについては、、、、医療機関任医療機関任医療機関任医療機関任せにするのでなくせにするのでなくせにするのでなくせにするのでなく、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして必要必要必要必要

数数数数（（（（前年度実績前年度実績前年度実績前年度実績にににに見合見合見合見合ったったったった））））のののの確保確保確保確保とととと、、、、迅速迅速迅速迅速にににに医療機関医療機関医療機関医療機関にににに提供提供提供提供できるできるできるできる体制体制体制体制にににに努努努努めていることめていることめていることめていること。。。。    

   （回答） 

高齢者インフルエンザワクチンについては、昨年度、ワクチン製造過程の不具合により供給

が遅れ、予防接種の実施期間を延長するなどの対応を行ったところです。 

必要なワクチン数の確保及び提供体制の整備については、国・府の動きを注視しつつ、適正

運用に努めてまいりたいと考えます。 

 

 

３３３３．．．．健診健診健診健診についてについてについてについて    

 

①①①①特定健診特定健診特定健診特定健診・がん・がん・がん・がん検診検診検診検診についてはについてはについてはについては、、、、大阪府全体大阪府全体大阪府全体大阪府全体ででででのののの早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期治療早期治療早期治療早期治療をををを推進推進推進推進するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、そしそしそしそし

てててて「「「「保険者努力支援制度保険者努力支援制度保険者努力支援制度保険者努力支援制度」」」」交付金交付金交付金交付金とのとのとのとの関係関係関係関係でででで非常非常非常非常にににに重要重要重要重要となるとなるとなるとなる。。。。全国全国全国全国のののの受診率平均受診率平均受診率平均受診率平均とととと比比比比べべべべ大大大大きくきくきくきく立立立立

ちちちち遅遅遅遅れているれているれているれている自治体自治体自治体自治体についてはについてはについてはについては、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みについてのみについてのみについてのみについての分析分析分析分析・・・・評価評価評価評価をををを行行行行いいいい新新新新たなたなたなたな方策方策方策方策をををを進進進進

めることめることめることめること。。。。    

 （回答） 

    特定健診については、現在も未受診者に対して直接、電話による受診勧奨や若年層への受診勧

奨などを積極的におこなっており、受診率は国及び府と比較して、ともに上回っておりますが、

がん検診とのセット健診や土日健診の実施、未受診者へのハガキによる受診勧奨など、今後も受

診につながる効果的な実施方法の検討や、未受診者への受診勧奨、啓発について工夫しながら、

さらなる受診率の向上に努めてまいります。 
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    また、各種データ分析及び評価を行い、保健事業実施計画（データヘルス計画）を策定いたし

ました。今後も引き続き、効果的な施策の推進に取り組んでまいります。 

     さらに、がん検診につきましても、受診率向上のために、各種セット検診の実施、個別の受診

勧奨・再勧奨、乳がん・子宮頸がん検診の初診年齢へのクーポン券送付などを行うとともに、現

在、「第３次健康くまとり２１」（健康増進計画）の策定にあたり、これまでの取り組みの評価と

今後の取り組みについての検討を行っているところです。 

     今後は「保険者努力支援制度」による取り組みが重要になってまいりますが、本町が取り組む

べき施策の見極めを行いつつ、今後とも効果的な保健事業の実施に努めてまいりたいと考えます。 

 

②②②②住民住民住民住民のののの口腔内口腔内口腔内口腔内のののの健康健康健康健康をををを向上向上向上向上させさせさせさせ、、、、生活生活生活生活のののの質質質質をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために歯科口腔保健条例並歯科口腔保健条例並歯科口腔保健条例並歯科口腔保健条例並びにびにびにびに歯科口腔保健歯科口腔保健歯科口腔保健歯科口腔保健

計画計画計画計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた総合的総合的総合的総合的なななな歯科保健対策歯科保健対策歯科保健対策歯科保健対策をををを推進推進推進推進することすることすることすること。。。。歯科口腔保健法歯科口腔保健法歯科口腔保健法歯科口腔保健法（（（（2011201120112011

年施行年施行年施行年施行））））ではではではでは、、、、国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとして、、、、国民国民国民国民がががが定期的定期的定期的定期的にににに歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診をををを受受受受けるためにけるためにけるためにけるために必要必要必要必要なななな

施策施策施策施策をををを講講講講ずることがずることがずることがずることが規定規定規定規定されているされているされているされている。。。。成人期成人期成人期成人期のののの歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診やややや在宅患者在宅患者在宅患者在宅患者・・・・障害者障害者障害者障害者らをらをらをらを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした歯科検歯科検歯科検歯科検

診診診診のののの機会機会機会機会がががが十分十分十分十分にににに保障保障保障保障されていないことからされていないことからされていないことからされていないことから、、、、検診検診検診検診のののの対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲をををを広広広広げるとともにげるとともにげるとともにげるとともに、、、、自己負担自己負担自己負担自己負担なくなくなくなく受受受受

けられるようにすることけられるようにすることけられるようにすることけられるようにすること。。。。特定検診特定検診特定検診特定検診のののの項目項目項目項目にににに「「「「歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診」」」」をををを追加追加追加追加することすることすることすること。。。。    

 （回答） 

本町では、現在「第３次健康くまとり２１（健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画）」

（計画年度：平成３１年度～平成３６年度）の策定に向けて取り組んでおり、その中で、歯科

口腔保健対策の取り組みについても盛り込む予定としています。 

      なお、成人期の歯科検診については、現行４０歳以上の住民を対象に実施するとともに、集

団特定健診実施時には歯科相談を行っており、歯周病予防や歯科検診受診の勧奨等に努めてい

ます。また、妊婦歯科健診や後期高齢者医療加入者については同制度に基づく歯科健康診査も

実施しており、いずれも無料で受けられる体制を整備しています。 

 

 

４４４４．．．．こども・ひとりこども・ひとりこども・ひとりこども・ひとり親親親親・・・・障障障障がいがいがいがい者医療費助成制度者医療費助成制度者医療費助成制度者医療費助成制度（（（（旧福祉医療費助成制度旧福祉医療費助成制度旧福祉医療費助成制度旧福祉医療費助成制度））））についてについてについてについて    

    

①①①①2018201820182018 年年年年 4444 月月月月からのからのからのからの大阪府大阪府大阪府大阪府のののの制度変更制度変更制度変更制度変更によりによりによりにより、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村のののの医療費助成制度医療費助成制度医療費助成制度医療費助成制度もももも改変改変改変改変されたがされたがされたがされたが、、、、老人医老人医老人医老人医

療療療療・・・・障障障障がいがいがいがい者医療費助成者医療費助成者医療費助成者医療費助成のののの再編再編再編再編でででで助成助成助成助成がががが受受受受けられないけられないけられないけられない患者患者患者患者やややや自己負担自己負担自己負担自己負担がががが増増増増えているえているえているえている。。。。経過措置対象経過措置対象経過措置対象経過措置対象

となったとなったとなったとなった対象者人数対象者人数対象者人数対象者人数のののの教示教示教示教示とととと以前以前以前以前のののの助成制度助成制度助成制度助成制度のののの復活復活復活復活をををを検討検討検討検討することすることすることすること。。。。    

   （回答） 

老人医療費助成制度での経過措置対象者数は、平成30 年6 月末時点で243 人です。 

     また、今般の大阪府の制度改正は福祉医療費助成制度を持続可能な制度とするため行われた

ところであり、本町の福祉医療費助成制度につきましても、大阪府の同制度に基づき実施して

いるものです。今後も持続可能な医療費助成制度となるよう努めてまいります。 

 

②②②②老人医療老人医療老人医療老人医療・・・・障障障障がいがいがいがい者医療費助成者医療費助成者医療費助成者医療費助成でででで医療費自己負担上限月額医療費自己負担上限月額医療費自己負担上限月額医療費自己負担上限月額をををを超超超超えたえたえたえた場合場合場合場合、、、、毎回毎回毎回毎回のののの還付金還付金還付金還付金申請申請申請申請はははは非非非非

常常常常にににに負担負担負担負担になるになるになるになる。。。。一刻一刻一刻一刻もももも早早早早くくくく自動償還自動償還自動償還自動償還をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

 （回答） 

対象者の負担軽減の観点から、本町においても一部自己負担額の月額上限額超過分の自動償

還を行います。 
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     現在、確認等の作業を行っており、近々、対象の方にご案内してまいります。 

 

        ③③③③子子子子どもどもどもども医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成制度制度制度制度についてについてについてについて、、、、他府県他府県他府県他府県ではではではでは医療費無償化医療費無償化医療費無償化医療費無償化がががが広広広広がりがりがりがり貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援にににに役立役立役立役立

っているっているっているっている。。。。無償化無償化無償化無償化をををを導入導入導入導入とととと無償化無償化無償化無償化するするするする場合場合場合場合のののの自治体負担自治体負担自治体負担自治体負担のののの試算試算試算試算をすることをすることをすることをすること。。。。またまたまたまた、、、、入院食事医療費入院食事医療費入院食事医療費入院食事医療費

のののの助成助成助成助成もももも対象対象対象対象にすることにすることにすることにすること。。。。    

   （回答） 

一部自己負担を撤廃することで、医療費助成費が年間約3 千万円の増加（平成29 年度実績

より見込）となる見込みです。またモラルハザードが生じる可能性も指摘されているところで

あり、この制度を維持・継続していけるよう努めてまいります。 

なお、入院時の食事療養費については従前より助成を実施しております。 

 

５５５５．．．．介護保険介護保険介護保険介護保険・・・・高齢者施策高齢者施策高齢者施策高齢者施策等等等等についてについてについてについて    

    

①①①①第第第第 7777 期期期期介護介護介護介護保険料保険料保険料保険料はははは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの負担負担負担負担のののの限界限界限界限界をををを超超超超えるえるえるえる金額金額金額金額となっているためとなっているためとなっているためとなっているため、、、、一般会計繰入一般会計繰入一般会計繰入一般会計繰入によっによっによっによっ

てててて介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料をををを引引引引きききき下下下下げることげることげることげること。。。。またまたまたまた、、、、国国国国にににに対対対対しししし国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担のののの大幅大幅大幅大幅なななな引引引引きききき上上上上げとげとげとげと公費公費公費公費によるによるによるによる低所得者低所得者低所得者低所得者

保険料軽減保険料軽減保険料軽減保険料軽減についてについてについてについて今年度今年度今年度今年度かかかか全面実施全面実施全面実施全面実施するようするようするようするよう働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに独自独自独自独自にににに軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

（回答） 

第７期介護保険料の算定にあたっては、負担能力に応じた保険料負担とするため保険料段階

を１２段階から１６段階に見直しを行うとともに、介護給付費準備基金を活用し、保険料の上

昇を抑えています。 

介護保険料は、介護給付費等を、賄うための財源となっており、介護給付費の半分を６５歳

以上の介護保険料と４０歳以上６５歳未満の介護保険料で負担し、残りの半分は国、府、町の

公費(税金)で負担する仕組みとなっており、既に公費及び現役世代の保険料の負担している中、

被保険者間の公平性や健全な介護保険財政の運営の観点から、これ以上の一般会計からの繰入

により保険料を引き下げることは好ましくないと考えています。 

      なお、介護保険料第１段階の低所得者の保険料については、平成２７年度より公費(国1／2、

府1／4、町1／4)により保険料率を0．05 の引き下げを行っております。 

   低所得者の保険料軽減拡充については、引き続き府内市町村と連携し大阪府を通じて、国に

要望を行っていきます。 

 

②②②②非課税者非課税者非課税者非課税者・・・・低所得者低所得者低所得者低所得者のののの介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料をををを大幅大幅大幅大幅にににに軽減軽減軽減軽減するするするする減免制度減免制度減免制度減免制度をををを拡充拡充拡充拡充することすることすることすること。。。。当面当面当面当面、、、、年収年収年収年収 150150150150 万万万万

円以下円以下円以下円以下（（（（単身単身単身単身のののの場合場合場合場合））））はははは介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料をををを免除免除免除免除とすることとすることとすることとすること。。。。    

   （回答） 

介護保険料第１段階の低所得者の保険料については、既に平成２７年度から、公費(国1／2、

府1／4、町1／4)により保険料率を0.05 の引き下げを行っております。 

また、低所得者(非課税者)の保険料軽減拡充については、府内市町村と連携し大阪府を通じ

て、引き続き国に要望していきます。 

 なお、一定の要件(別紙）に該当する低所得者の保険料については、既に町独自の減免制度を

設けております。 

 

③③③③介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス利用者利用者利用者利用者のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するためするためするためするため、、、、低所得者低所得者低所得者低所得者についてについてについてについて無料無料無料無料となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、自治体独自自治体独自自治体独自自治体独自のののの利利利利

用料減免制度用料減免制度用料減免制度用料減免制度をつくることをつくることをつくることをつくること。。。。介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法改定改定改定改定によってによってによってによって導入導入導入導入されたされたされたされた「「「「３３３３割負担割負担割負担割負担」」」」についてはについてはについてはについては、、、、国国国国にににに実実実実

施中止施中止施中止施中止をををを働働働働きかけるきかけるきかけるきかけることことことこと。。。。またまたまたまた、、、、２２２２割負担者割負担者割負担者割負担者のののの実態実態実態実態をををを調査調査調査調査するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、自治体独自自治体独自自治体独自自治体独自のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置をををを

行行行行うことうことうことうこと。。。。    
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   （回答） 

低所得者の方に対する利用者の軽減については、社会福祉法人による利用者負担軽減を実施

しております。 

また、町独自に低所得者の利用料の全額減免を実施することは、その減免分を他の被保険者

の保険料で賄うこととなり、結果的に保険料を引き上げることとなり、被保険者間の公平性や

受益者負担の観点から減免制度の創設は考えておりませんが、利用者負担の軽減等低所得者対

策の充実について、引き続き府内市町村と連携し大阪府を通じて国に働きかけてまいります。 

次に、介護保険法改定によって平成３０年８月から導入される「３割負担」については、介

護保険制度を持続可能なものとするため、現役世代に過度の負担をかけることなく、世帯内・

世帯間の負担の公平性及び負担能力に応じた負担を求めるという趣旨で改正されたものであ

ることから、本町においても、この制度に基づき実施していくものです。 

また、２割負担者についても、同趣旨によるものでございますので、実態調査の予定や町独

自の減免措置は考えておりません。 

 

④④④④総合事業総合事業総合事業総合事業についてについてについてについて    

    イイイイ．．．．利用者利用者利用者利用者のサービスのサービスのサービスのサービス選択権選択権選択権選択権をををを保障保障保障保障しししし、、、、サービスについてサービスについてサービスについてサービスについて、、、、すべてのすべてのすべてのすべての要支援認定者要支援認定者要支援認定者要支援認定者がががが「「「「従来従来従来従来（（（（介介介介

護予防訪問介護護予防訪問介護護予防訪問介護護予防訪問介護・・・・介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護））））相当相当相当相当サービスサービスサービスサービス」」」」をををを利用利用利用利用できるようにすることできるようにすることできるようにすることできるようにすること。。。。またまたまたまた、、、、新規新規新規新規・・・・

更新者更新者更新者更新者ともともともとも要介護要介護要介護要介護（（（（要支援要支援要支援要支援））））認定認定認定認定をををを勧奨勧奨勧奨勧奨しししし、、、、認定申請認定申請認定申請認定申請をををを抑制抑制抑制抑制しないことしないことしないことしないこと。。。。    

    ロロロロ．．．．介護従事者介護従事者介護従事者介護従事者のののの処遇処遇処遇処遇をををを維持維持維持維持・・・・改善改善改善改善しししし、、、、事業者事業者事業者事業者のののの経営経営経営経営をををを安定安定安定安定させるためさせるためさせるためさせるため、、、、介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援ササササ

ービスのービスのービスのービスの単価単価単価単価についてはについてはについてはについては、、、、訪問介護員訪問介護員訪問介護員訪問介護員（（（（介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士、、、、初任者研修終了者初任者研修終了者初任者研修終了者初任者研修終了者などのなどのなどのなどの有資格者有資格者有資格者有資格者））））がががが、、、、ササササ

ービスをービスをービスをービスを提供提供提供提供したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、従来従来従来従来のののの額額額額をををを保障保障保障保障することすることすることすること。。。。    

   （回答） 

イ．総合事業のサービス利用に関して、新規の方は、認定申請を全員に行います。要支援認

定者で認定を更新する方が、訪問介護及び通所介護のみを引き続き利用する際は、「基本チェ

ックリスト」の実施後に地域包括支援センター等によるケアプランを作成し、利用者それぞれ

の状態に応じた、サービス利用に繋げています。 

なお、総合事業実施後も、本人の意向を尊重していくため、希望される場合は、要介護認定

申請に対応します。 

ロ．介護従事者の処遇を維持・改善し、事業者の経営を安定させるため、介護予防・生活支

援サービスの単価については、平成２９年度介護報酬改定において、介護人材の職場定着の必

要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃

金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップ

の仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行う改定が行われたことに合わせ、介護職員

処遇改善加算の改定を行ったところです。 

 

⑤⑤⑤⑤保険者機能強化推進交付金保険者機能強化推進交付金保険者機能強化推進交付金保険者機能強化推進交付金についてについてについてについて    

    イイイイ．．．．保険者機能強化交付金保険者機能強化交付金保険者機能強化交付金保険者機能強化交付金はははは、、、、国国国国がががが一方的一方的一方的一方的にににに行行行行うううう評価評価評価評価でででで差別的差別的差別的差別的にににに交付金交付金交付金交付金をををを分配分配分配分配するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、

地方自治地方自治地方自治地方自治をををを否定否定否定否定するするするする不当不当不当不当なななな制度制度制度制度であることからであることからであることからであることから、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして国国国国にににに撤廃撤廃撤廃撤廃をををを求求求求めることめることめることめること。。。。200200200200 億円億円億円億円

のののの財源財源財源財源はははは処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善などなどなどなど介護保険介護保険介護保険介護保険のののの改善改善改善改善にににに活用活用活用活用することすることすることすること。。。。    

    ロロロロ．．．．いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「自立支援型地域自立支援型地域自立支援型地域自立支援型地域ケアケアケアケア会議会議会議会議」」」」などなどなどなど、、、、介護介護介護介護サービスからのサービスからのサービスからのサービスからの「「「「卒業卒業卒業卒業」」」」をををを迫迫迫迫りりりり、、、、ケアマネケアマネケアマネケアマネ

ジメントにジメントにジメントにジメントに対対対対するするするする統制統制統制統制をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作らないことらないことらないことらないこと。。。。    

ハハハハ．．．．国国国国のののの「「「「評価指標評価指標評価指標評価指標」」」」にににに追随追随追随追随しししし、、、、実態実態実態実態をををを無視無視無視無視したしたしたした「「「「介護予防介護予防介護予防介護予防・・・・重度化防止目標重度化防止目標重度化防止目標重度化防止目標」「」「」「」「給付抑制目標給付抑制目標給付抑制目標給付抑制目標」」」」

などはなどはなどはなどは盛盛盛盛りりりり込込込込まずまずまずまず、、、、必要必要必要必要なななな介護介護介護介護サービスがサービスがサービスがサービスが受受受受けられるようけられるようけられるようけられるようにすることにすることにすることにすること。。。。    

    

   （回答） 
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イ．保険者機能強化交付金は、保険者が自立支援・重度化防止に向けた取組みにより地域

課題を的確に把握し、それぞれの地域に応じた様々な取組みが進められるように交付される

補助金であるため、今後施策を推進する上で、介護保険財政の貴重な財源となると考えてい

ます。 

一方、自立支援、重度化防止に向けた施策の中には、小規模保険者にとってその推進に

困難な施策もあることから、今後、国、大阪府からの支援が必要となると考えています。 

ロ．介護予防ケアマネジメントは、本人の「したい、できるようになりたい」ことの実現

に向けた支援であり、ケアマネジメントの統制を目的としていません。 

本町における「自立支援型地域ケア会議」としては、短期集中予防の訪問介護・通所介護サ

ービス利用者を対象に、理学療法士や言語聴覚士、薬剤師、ケアマネジャー等の専門職の方々

により実施しています。 

この会議は、本人の目標を達成するために利用者のサービス開始前とサービス終了時の心身

状態や生活状況を把握し、心身機能の状況、本人の意向からサービス終了後に継続して社会

参加を促す取組や運動継続を促すアドバイスを行っています。 

ハ．介護保険法にも規定されています地域の実情に応じた「介護予防・重度化防止」に繋

がる施策を推進するとともに、介護サービス等が必要な方には個々に応じたサービスの提供

ができるように努めてまいります。 

 

        ⑥⑥⑥⑥制度改善制度改善制度改善制度改善によりによりによりにより導入導入導入導入されたされたされたされた生活援助一定数以上生活援助一定数以上生活援助一定数以上生活援助一定数以上ケアプランケアプランケアプランケアプラン届出制度届出制度届出制度届出制度はケアマネジャーのはケアマネジャーのはケアマネジャーのはケアマネジャーの裁量裁量裁量裁量とととと利利利利

用者用者用者用者のののの生活生活生活生活のののの必要性必要性必要性必要性をををを否定否定否定否定しかねないしかねないしかねないしかねない不当不当不当不当なものでありなものでありなものでありなものであり、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして国国国国にににに撤廃撤廃撤廃撤廃をををを求求求求めることめることめることめること。。。。当当当当

面面面面のののの間間間間、、、、自治体自治体自治体自治体としてはとしてはとしてはとしては届出届出届出届出をををを義務化義務化義務化義務化しないことしないことしないことしないこと。。。。    

  （回答） 

本改正の趣旨は、生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービスの提供を招きやす

いとの指摘がある一方で利用者において、様々な事情を抱える場合もあることから利用者の自立

支援にとってより良いサービスとするため多職種による検証等を行うためにケアプランの提出

が義務付けられたものです。 

この改正の趣旨を踏まえ、本町も実施に向けて検討を行なっているところです。 

 

        ⑦⑦⑦⑦高齢者高齢者高齢者高齢者のののの熱中症予防熱中症予防熱中症予防熱中症予防のののの実態調査実態調査実態調査実態調査をををを実施実施実施実施することすることすることすること。。。。高齢者宅高齢者宅高齢者宅高齢者宅をををを毎日訪問毎日訪問毎日訪問毎日訪問しししし熱中症熱中症熱中症熱中症にならないにならないにならないにならない対策対策対策対策（（（（クククク

ーラーをーラーをーラーをーラーを動動動動かすなどかすなどかすなどかすなど））））ができるようにができるようにができるようにができるように、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会、、、、事業者事業者事業者事業者、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯなどによびかけなどによびかけなどによびかけなどによびかけ小学校単小学校単小学校単小学校単

位位位位（（（（地域包括地域包括地域包括地域包括ケアのケアのケアのケアの単位単位単位単位））））でででで見守見守見守見守りネットワークづくりなどりネットワークづくりなどりネットワークづくりなどりネットワークづくりなど、、、、具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策をををを実行実行実行実行することすることすることすること。。。。介護保介護保介護保介護保

険険険険のののの給付限度額給付限度額給付限度額給付限度額のののの関係関係関係関係でででで、、、、町町町町のののの熱中症予防熱中症予防熱中症予防熱中症予防シェルターシェルターシェルターシェルター（（（（開放公共施設開放公共施設開放公共施設開放公共施設））））へへへへ介助介助介助介助をををを得得得得てててて避難避難避難避難することすることすることすること

がががが困難困難困難困難なケースへのなケースへのなケースへのなケースへの対策対策対策対策をををを各自治体各自治体各自治体各自治体がががが立立立立てることてることてることてること。。。。低額低額低額低額なななな年金生活者年金生活者年金生活者年金生活者やややや生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者のののの中中中中ではではではでは、、、、

高齢者高齢者高齢者高齢者がががが「「「「経済的経済的経済的経済的なななな理由理由理由理由」」」」でクーラーでクーラーでクーラーでクーラー設置設置設置設置をあきらめたりをあきらめたりをあきらめたりをあきらめたり、、、、設置設置設置設置していてもしていてもしていてもしていても利利利利用用用用をををを控控控控えざるをえざるをえざるをえざるを得得得得なななな

いいいい状況状況状況状況がありがありがありがあり、「、「、「、「貸付制度貸付制度貸付制度貸付制度のののの利用利用利用利用」」」」でなくクーラーでなくクーラーでなくクーラーでなくクーラー導入費用導入費用導入費用導入費用やややや電気料金電気料金電気料金電気料金にににに対対対対するするするする補助制度補助制度補助制度補助制度をををを作作作作ることることることること。。。。    

  （回答） 

独居高齢者については、必要に応じ定期的に地域包括支援センターから訪問等を行って 

おり、緊急通報装置の活用についても周知しています。また、協力事業者による見守りを行う「高

齢者見守りネットワーク事業」を立ち上げました。 

熱中症予防については、広報、ホームページのほか、介護事業者や長生会を通じ、機会をとら

えて普及啓発を継続して行っていきます。 

熱中症予防に限らず、地域での見守り体制の構築は重要であり、住民の方々をはじめ、関係機

関とともに努めてまいります。 

なお、現在のところ、クーラーの導入費用や電気料金に対する補助制度の構築の予定はありま

せん。 
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        ⑧⑧⑧⑧入所施設待機者入所施設待機者入所施設待機者入所施設待機者をををを解消解消解消解消しししし、、、、行行行行きききき場場場場のないのないのないのない高齢者高齢者高齢者高齢者をなくすためにをなくすためにをなくすためにをなくすために、、、、特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームをホームをホームをホームを大幅大幅大幅大幅にににに拡拡拡拡

充充充充することすることすることすること。。。。またまたまたまた、、、、利用状況利用状況利用状況利用状況などなどなどなど詳細詳細詳細詳細なななな実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行いいいい、、、、必要数必要数必要数必要数をををを明確明確明確明確にしたうえでにしたうえでにしたうえでにしたうえで年次的年次的年次的年次的にににに整備整備整備整備

をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

  （回答） 

施設整備については、今後、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据え、サービスの

需要と供給、施設と在宅の利用状況を考慮するとともに、利用者のニーズ等を把握し、中長期的

な視点で必要数を検討し、計画策定の際（３年毎）に施設整備について検討していく予定です。 

 

        ⑨⑨⑨⑨介護人材介護人材介護人材介護人材のののの不足不足不足不足をををを解消解消解消解消するためするためするためするため、、、、自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして独自独自独自独自にににに処遇改善助成金処遇改善助成金処遇改善助成金処遇改善助成金をををを制度化制度化制度化制度化しししし、、、、全額労働者全額労働者全額労働者全額労働者のののの

賃金賃金賃金賃金としてとしてとしてとして支払支払支払支払われるわれるわれるわれる措置措置措置措置をををを講講講講じることじることじることじること。。。。国国国国にににに対対対対しししし、、、、国庫負担方式国庫負担方式国庫負担方式国庫負担方式によるによるによるによる処遇改善制度処遇改善制度処遇改善制度処遇改善制度をををを求求求求めるこめるこめるこめるこ

とととと。。。。    

  （回答） 

介護職員の処遇改善については、平成２９年度の介護報酬改定により介護職員処遇改善加算が

拡充されておりますので、現時点では町独自による処遇改善助成金の制度化は考えておりません。 

なお、介護職員処遇改善加算の適切な運用や法令遵守については、大阪府及び広域福祉課と連

携し、事業者に対し、指導・監査等を行っていきます。 

また、さらなる処遇改善制度等が必要である場合は、国の動向等を見ながら適宜、国や府へ要

望していきたいと考えています。 

    

６６６６．．．．障害者障害者障害者障害者 65656565 歳問題歳問題歳問題歳問題についてについてについてについて    

    

        ①①①①４０４０４０４０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの特定疾患特定疾患特定疾患特定疾患・・・・６５６５６５６５歳以上障害者歳以上障害者歳以上障害者歳以上障害者についてについてについてについて、「、「、「、「障害者障害者障害者障害者のののの日常生活及日常生活及日常生活及日常生活及びびびび社会生活社会生活社会生活社会生活をををを総合的総合的総合的総合的にににに

支援支援支援支援するためのするためのするためのするための法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく自立支援給付自立支援給付自立支援給付自立支援給付とととと介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度とのとのとのとの適用関係適用関係適用関係適用関係についてについてについてについて」（」（」（」（平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月

28282828 日障企発第日障企発第日障企発第日障企発第 0328002032800203280020328002 号号号号・・・・障障発第障障発第障障発第障障発第 0328002032800203280020328002 号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課長号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課長号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課長号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課長・・・・

障障障障がいがいがいがい福祉課長連盟通知福祉課長連盟通知福祉課長連盟通知福祉課長連盟通知））））ならびにならびにならびにならびに事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡「「「「障害者障害者障害者障害者のののの日常生活及日常生活及日常生活及日常生活及びびびび社会生活社会生活社会生活社会生活をををを総合的総合的総合的総合的にににに支援支援支援支援するするするする

ためのためのためのための法律法律法律法律にににに基基基基づくづくづくづく自立支援給付自立支援給付自立支援給付自立支援給付とととと介護保険介護保険介護保険介護保険制度制度制度制度のののの適用関係等適用関係等適用関係等適用関係等にににに係係係係るるるる留意事項等留意事項等留意事項等留意事項等についてについてについてについて」（」（」（」（平成平成平成平成27272727

年年年年２２２２月月月月 18181818 日日日日））））をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、一律一律一律一律にににに介護保険利用介護保険利用介護保険利用介護保険利用のののの優先優先優先優先をををを利利利利用者用者用者用者にににに求求求求めるのではなくめるのではなくめるのではなくめるのではなく、、、、本人本人本人本人のののの意向意向意向意向をををを尊尊尊尊

重重重重したしたしたした柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、当該障害者当該障害者当該障害者当該障害者がががが６５６５６５６５歳歳歳歳にににに到達到達到達到達するするするする前前前前にににに、、、、本人本人本人本人からからからから６５６５６５６５歳歳歳歳

到達後到達後到達後到達後のののの福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス等等等等のののの利用意向利用意向利用意向利用意向をををを高齢高齢高齢高齢・・・・障害障害障害障害それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの担当職員担当職員担当職員担当職員がががが聞聞聞聞きききき取取取取りりりり、、、、本人本人本人本人のののの願願願願いにいにいにいに沿沿沿沿

ったったったった支援支援支援支援がががが提供提供提供提供されるようされるようされるようされるよう、、、、ケアプランケアプランケアプランケアプラン作成事業所作成事業所作成事業所作成事業所とととと十分十分十分十分にににに調整調整調整調整をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

   （回答） 

６５歳以上の障がい者や４０歳以上の特定疾患の障がい者は、原則として介護保険サービス

へ移行していだだくこととなりますが、本町では、個別の状況等をお聞きした上で、介護保険

だけではサービスが不足する方や、利用を希望するサービスが介護保険には相当するサービス

がない場合については、必要に応じて障がい福祉サービスでの支給決定を行っています。今後

も個々の実情を把握したうえで、厚生労働省通知を踏まえ、適切な運用に努めてまいります。 

 

        ②②②②前述前述前述前述のののの調整調整調整調整にもかかわらにもかかわらにもかかわらにもかかわらずずずず、、、、本人本人本人本人がががが納得納得納得納得せずにせずにせずにせずに介護保険介護保険介護保険介護保険のののの利用申請手続利用申請手続利用申請手続利用申請手続きをきをきをきを行行行行わないわないわないわない場合場合場合場合においにおいにおいにおい

てもてもてもても、、、、一方的機械的一方的機械的一方的機械的一方的機械的にににに障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスをサービスをサービスをサービスを打打打打ちちちち切切切切ることなくることなくることなくることなく、、、、引引引引きききき続続続続きききき本人本人本人本人のののの納得納得納得納得をををを得得得得られるケアられるケアられるケアられるケア

プランのプランのプランのプランの作成作成作成作成にににに努努努努めることめることめることめること。。。。    

 （回答） 

これまでも、障がい福祉サービスを利用されている方が６５歳になられる場合には、制度の

趣旨説明を行い、介護認定を受けていただくよう、ご案内をしております。今後も制度の趣旨
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をご理解いただけるよう、丁寧な説明を行ってまいります。 

 

    ③③③③40404040 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの特定疾患特定疾患特定疾患特定疾患・・・・65656565 歳以上障害者歳以上障害者歳以上障害者歳以上障害者についてについてについてについて、、、、一律一律一律一律にににに共生型介護保険事業共生型介護保険事業共生型介護保険事業共生型介護保険事業のののの利用利用利用利用をすすめるこをすすめるこをすすめるこをすすめるこ

とはしないこととはしないこととはしないこととはしないこと。。。。    

 （回答） 

４０歳以上の特定疾病・６５歳以上の障がい者については、原則として介護保険制度が優先

となりますが、一律に共生型サービスの利用をすすめるのではなく、個別の障がい特性等をお

聞きした上で、介護保険担当と連携を図りながら適切な支援に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 

    ④④④④障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉サービスをサービスをサービスをサービスを継続継続継続継続してしてしてして受受受受けてきたけてきたけてきたけてきた方方方方がががが、、、、要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定でででで要支援要支援要支援要支援１１１１、、、、２２２２となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、総合総合総合総合

事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける実施実施実施実施にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては障害者障害者障害者障害者にににに理解理解理解理解あるあるあるある有資格者有資格者有資格者有資格者がががが派遣派遣派遣派遣されるようにすることされるようにすることされるようにすることされるようにすること。。。。    

 （回答） 

障がい福祉サービスを受けてきた方が要介護認定で要支援１、２となり総合事業によるサー

ビスを受ける場合だけに限らず、介護保険サービス利用にあたっては、個々の障がい特性等に

応じたサービス提供ができるよう障がい福祉担当者と介護保険担当者が連携し、適切なサービ

ス提供ができるように努めています。 

 

    ⑤⑤⑤⑤障害者障害者障害者障害者のののの福祉福祉福祉福祉サービスとサービスとサービスとサービスと介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用はははは原則無料原則無料原則無料原則無料としとしとしとし、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも市町村民税非課税世帯市町村民税非課税世帯市町村民税非課税世帯市町村民税非課税世帯のののの

利用負担利用負担利用負担利用負担はなくすことはなくすことはなくすことはなくすこと。。。。    

 （回答） 

障がい福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて負担上限月額が設定されており、すでに

市町村民税非課税世帯の負担上限月額は０円と設定されています。 

また、現行の介護保険制度では、全ての方に所得等に応じた利用負担を求めており、町独自

での無料化は困難ですが、平成３０年４月から障害者総合支援法の改正により、65 歳に至る

まで相当の長期間にわたり障がい福祉サービスを利用されてきた低所得の高齢障害者に対し

ては、介護保険サービスの利用者負担額を軽減できる仕組みが設けられています。 

 

    ⑥⑥⑥⑥2018201820182018 年年年年 4444 月診療分月診療分月診療分月診療分よりよりよりより見直見直見直見直されたされたされたされた重度障害者医療費助成制度重度障害者医療費助成制度重度障害者医療費助成制度重度障害者医療費助成制度においてにおいてにおいてにおいて、、、、一月一機関上限一月一機関上限一月一機関上限一月一機関上限をををを 3000300030003000

円円円円にににに設定設定設定設定しそれしそれしそれしそれ以上以上以上以上のののの負担負担負担負担をををを徴収徴収徴収徴収しないしないしないしない措置措置措置措置をををを講講講講じることじることじることじること。。。。またまたまたまた、、、、自治体独自自治体独自自治体独自自治体独自のののの対象者拡大対象者拡大対象者拡大対象者拡大・・・・助成助成助成助成

制度制度制度制度のののの創設創設創設創設をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

   （回答） 

制度改正に伴い、府内医療機関には大阪府から月額上限についての周知がなされています。

本町においても、医療機関からその取扱いについて問い合わせを受けた場合は、月額の上限額

を３，０００円とするようお願いしています。 

また、今般の大阪府の制度改正は福祉医療費助成制度を持続可能な制度とするため行われた

ところであり、本町の福祉医療費助成制度につきましても、大阪府の同制度に基づき実施して

いるものです。今後も持続可能な医療費助成制度となるよう努めてまいります。 

 

独自独自独自独自要望要望要望要望項目項目項目項目    

 

1111．．．．熊取町熊取町熊取町熊取町がががが小学校小学校小学校小学校とととと中学校中学校中学校中学校のののの学習学習学習学習とととと生活生活生活生活のののの条件条件条件条件をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり改善改善改善改善することをすることをすることをすることを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

    （（（（１１１１））））少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級をををを他学年他学年他学年他学年にににに拡充拡充拡充拡充することすることすることすること（（（（泉佐野泉佐野泉佐野泉佐野がががが、、、、H28H28H28H28 年度年度年度年度にはにはにはには 2222 年生年生年生年生にににに、、、、H29H29H29H29 年度年度年度年度にはにはにはには全全全全

学年学年学年学年にもにもにもにも拡充拡充拡充拡充しましたしましたしましたしました。。。。熊取町熊取町熊取町熊取町はははは何時何時何時何時までまでまでまで現状維持現状維持現状維持現状維持でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？）？）？）？）    
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 （回答） 

児童生徒の学級編制については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に

関する法律」により、現在小学１年生は３５人学級編制、小学２年生から中学３年生までは、

４０人学級編制と定められております。大阪府では、小学１年生に加え、小学２年生について

も３５人学級編制を実施しております。 

 現在、熊取町においては、大阪府の習熟度別指導推進事業を活用し、少人数加配教員を小 

学校に８名、中学校に８名、合計１６名を配置し、小学校３年生以上で少人数指導・習熟度別

指導を実施しております。 

各校において、算数・数学、英語等の教科について１クラスを２つに分割するなどし、少人

数学習を展開し、個に応じた指導を行っております。 

今後も子どもたちの生きる力を育むために、少人数指導・習熟度別指導等の充実や教職員の

指導力向上を図ることをとおして、児童生徒一人ひとりにきめ細やかな指導を行っていきたい

と考えております。 

 

    （（（（２２２２））））学校給食学校給食学校給食学校給食についてはについてはについてはについては、、、、教育教育教育教育のののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての「「「「食育食育食育食育」」」」をををを重視重視重視重視しししし、、、、自校方式自校方式自校方式自校方式をををを継続継続継続継続することすることすることすること、、、、

またまたまたまた給食費給食費給食費給食費についてについてについてについて無償化無償化無償化無償化することすることすることすること。。。。    

 （回答） 

学校給食については、今後、老朽化が進む給食施設の再整備が必要となる場合には、共同調

理方式等も視野にそのあり方についての検討が必要であるものと考えていますが、当面は、現

行の自校方式を継続していきたいと考えています。 

また、給食費の無償化については、学校給食法に基づき、保護者負担となっているところで

すが、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対しましては、食材費の全額を就

学援助費として支給しているところです。就学援助費を含む教育費全体における財源確保が困

難になってきている状況の中で、援助の対象を就学援助費の対象世帯以外まで拡げることは現

在のところ考えておりません。 

 

 

2222．．．．熊取町熊取町熊取町熊取町はははは子子子子どものどものどものどもの貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題のののの克服克服克服克服にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを統括統括統括統括するするするする担当部署担当部署担当部署担当部署をををを早急早急早急早急にににに決決決決めめめめ、、、、次次次次のののの事項事項事項事項

をををを含含含含むむむむ当面当面当面当面のののの課題課題課題課題とととと目標目標目標目標をををを明明明明らかにすることをらかにすることをらかにすることをらかにすることを要望要望要望要望しますしますしますします。。。。    

（（（（１１１１））））今年度中今年度中今年度中今年度中にににに大阪大阪大阪大阪こどもこどもこどもこども生活実態調査生活実態調査生活実態調査生活実態調査のののの項目項目項目項目にににに準拠準拠準拠準拠したしたしたした生活実態調査生活実態調査生活実態調査生活実態調査（（（（例例例例えばえばえばえば、、、、毎日朝食毎日朝食毎日朝食毎日朝食をををを

食食食食べるかべるかべるかべるか、、、、学校学校学校学校のないのないのないのない日日日日にににに昼食昼食昼食昼食をををを食食食食べるかべるかべるかべるか、、、、毎日夕食毎日夕食毎日夕食毎日夕食をををを食食食食べているかべているかべているかべているか、、、、そのそのそのその他他他他））））をををを実施実施実施実施しししし、、、、公表公表公表公表すすすす

ることることることること、、、、そしてそしてそしてそして町町町町のののの課題課題課題課題とととと目標目標目標目標をををを年度内年度内年度内年度内にににに具体化具体化具体化具体化することすることすることすること        

   （回答） 

子どもの貧困問題の調査とその克服に向けた取り組みを統括する担当部署は、「熊取町子ど

も・子育て支援計画」の総括をはじめ、保育所や小中学校など各現場における児童や家庭の問

題への対応時に関係機関とのコーディネートの役割を担う健康福祉部子育て支援課が担って

おります。 

生活実態調査については、大阪府が実施しました「子どもの生活に関する実態調査」の結果

並びに当該結果を踏まえた大阪府及び府下市町村の動向を注視していくものの、本町におきま

しては、妊娠届出その他各健診時における情報や、保育所、小中学校等の各現場において、子

ども・保護者から出されるサイン・相談等を丁寧に分析することにより、貧困を含め、同調査

より詳細な実態を把握しており、支援が必要なケースについては、母子保健分野、保育所等を

所管する健康福祉部と、小中学校を所管する教育委員会が連携して適切な対応を行っているこ

とから、別途調査は行わず、現在の取組を推進していきたいと考えております。 

また、子どもの貧困問題における当面の課題と目標については、上記の大阪府等の動向を注
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視し、適切に対応していくとともに、今後も、引き続き「熊取町子ども・子育て支援計画」に

掲載の施策を着実に推進することと捉え、支援が必要な児童や保護者に寄り添い、ケースごと

に適切な支援をきめ細かく継続的に行ってまいります。 

 

（（（（2222））））憲法憲法憲法憲法26262626 条条条条でででで「「「「義務教育義務教育義務教育義務教育はははは無償無償無償無償」」」」としていますがとしていますがとしていますがとしていますが、、、、実態実態実態実態としてはとしてはとしてはとしては若者世代若者世代若者世代若者世代（（（（20202020・・・・30303030 歳代歳代歳代歳代））））にににに

とってとってとってとって教育費教育費教育費教育費はははは大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、就学援助金就学援助金就学援助金就学援助金のののの受受受受給率給率給率給率をををを高高高高めることはめることはめることはめることは重要重要重要重要ですですですです。。。。    

        ①①①①町町町町のののの支給基準支給基準支給基準支給基準をををを熊取町熊取町熊取町熊取町はははは泉州泉州泉州泉州トップのトップのトップのトップの支給要件支給要件支給要件支給要件をををを維持維持維持維持することすることすることすること。。。。    

        ②②②②熊取町熊取町熊取町熊取町のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒をををを持持持持つつつつ全世帯全世帯全世帯全世帯にににに占占占占めるめるめるめる受給要件受給要件受給要件受給要件のあるのあるのあるのある世帯世帯世帯世帯はははは30303030％～％～％～％～40404040％％％％とととと推定推定推定推定しますしますしますします

がががが、、、、熊取町熊取町熊取町熊取町のののの受給率受給率受給率受給率はははは小学生小学生小学生小学生 15151515％、％、％、％、中学生中学生中学生中学生 16161616％％％％でででで捕捉捕捉捕捉捕捉できているのはできているのはできているのはできているのは半分以下半分以下半分以下半分以下ですですですです。。。。受給率受給率受給率受給率

をををを大幅大幅大幅大幅にたかめるにたかめるにたかめるにたかめる工夫工夫工夫工夫とととと努力努力努力努力をもっとをもっとをもっとをもっと強強強強めることめることめることめること。。。。    

        ③③③③厚労省厚労省厚労省厚労省がががが就学援助就学援助就学援助就学援助のののの対象対象対象対象としているクラブとしているクラブとしているクラブとしているクラブ活動費活動費活動費活動費とととと PTAPTAPTAPTA 会費会費会費会費、、、、生徒会費生徒会費生徒会費生徒会費などなどなどなど給付対象給付対象給付対象給付対象をををを拡拡拡拡

充充充充することすることすることすること。。。。    

        ④④④④新入生新入生新入生新入生のののの就学援助金就学援助金就学援助金就学援助金のののの支給日支給日支給日支給日をををを入学前入学前入学前入学前（（（（3/13/13/13/1 以前以前以前以前にににに））））にににに、、、、そしてそしてそしてそして１１１１学期末学期末学期末学期末（（（（7/207/207/207/20 頃頃頃頃））））のののの全全全全

体体体体のののの支給日支給日支給日支給日をををを平成平成平成平成27272727 年年年年 9999 月議会月議会月議会月議会でででで採択採択採択採択されたされたされたされた請願請願請願請願のののの通通通通りりりり、、、、新学期新学期新学期新学期がががが始始始始まるまるまるまる前前前前（（（（4/14/14/14/1 以前以前以前以前））））にににに

支給支給支給支給することすることすることすること。。。。    

 （回答） 

１点目の町の支給基準については、これまで実質的に近隣市町の中では最も広く認定できる

基準を維持してきたところですが、平成 30 年度からの「熊取町行財政構造改革プラン・アク

ションプログラム」において、本来の制度の趣旨や近隣市町の状況を踏まえたな中で、認定基

準の見直しを行うことを定め、これに基づき、平成31 年4 月入学の新入学学用品費の支給か

ら、新たな認定基準で行うこととし、直近の生活保護基準の1.3 倍をベースとした認定基準を

基本に検討を進めています。 

２点目の就学援助の認定率についてですが、平成 29 年度に支給した平成 30 年 4 月入学児

童生徒に対する新入学学用品の支給から、町立小・中学校の全児童生徒の保護者への案内文書

に、具体的な世帯構成を複数設定したうえでの認定基準額を示すなど、それぞれの世帯が認定

基準内であるのかどうかの自己判断をしやすいように工夫しています。また、今後も各学校に

おける個別の対応などを行い、認定基準にあてはまる世帯については、できるだけ受給してい

ただけるよう努めていきたいと考えます。 

３点目の給付対象の拡大については、就学援助費を含む教育費全体における財源確保が困難

になってきている状況の中で、支給項目を広げることは困難と考えております。 

４点目の就学援助金の支給日の早期化については、まず、新入学生に対する新入学学用品費

の支給日を3 月1 日以前にすることについては、支給に係る事務スケジュール等諸条件を踏ま

えて、慎重に検討したいと考えます 

次に、新入学生に対する新入学学用品費以外の就学援助費の支給日につきましては、近隣市

町の中では最も早い7 月下旬に支給しています。 

この支給時期を早めることについては、課税決定前の確定申告書の写しやその他の所得に関

する資料を提出いただくことが必要となります。認定事務に関しては、間違いや漏れのないよ

うに進めること、また、一旦支給した援助費の返還が発生することのないように事務を進めて

いくことが大切だと考えており、現状の7 月中の支給を目標に事務を進めることが最善と考え

ます。 

 

（（（（３３３３））））学用品学用品学用品学用品（（（（標準服標準服標準服標準服やややや体操服体操服体操服体操服そのそのそのその他他他他））））のののの購入購入購入購入についてについてについてについて、、、、類似品類似品類似品類似品をををを各保護者各保護者各保護者各保護者がががが自由自由自由自由にににに選択選択選択選択できるこできるこできるこできるこ

とをとをとをとを新入生新入生新入生新入生だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、全全全全てのてのてのての保護者保護者保護者保護者にににに文書文書文書文書によってによってによってによって周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底することすることすることすること。。。。    

（回答） 

学用品につきましては、各学校において、類似品を自由に選択できるようにしており、 
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入学説明会等で保護者に説明しております。さらに、裁縫セットやリコーダー等学校で一括

購入する際には、保護者に文書を配付し、その旨を保護者および児童生徒に周知しておりま

す。 

 

 

3333．．．．    ２０１６２０１６２０１６２０１６年度年度年度年度のののの児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当（（（（全額全額全額全額））））支給世帯支給世帯支給世帯支給世帯はははは２１４２１４２１４２１４世帯世帯世帯世帯でしたでしたでしたでした。。。。２０１６２０１６２０１６２０１６年度年度年度年度はははは生活保護生活保護生活保護生活保護

受給世帯受給世帯受給世帯受給世帯はははは３０３０３０３０世帯世帯世帯世帯にににに過過過過ぎませんぎませんぎませんぎません。。。。シングルマザーのシングルマザーのシングルマザーのシングルマザーの７７７７割割割割はははは非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者でありでありでありであり、、、、児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当（（（（全全全全

額額額額））））支給世帯支給世帯支給世帯支給世帯のののの所得状況所得状況所得状況所得状況はははは生活保護水準生活保護水準生活保護水準生活保護水準とととと同等同等同等同等だとだとだとだと推定推定推定推定できますできますできますできます。。。。    

熊取町熊取町熊取町熊取町ではではではでは「「「「生活保護生活保護生活保護生活保護をををを受受受受けているけているけているけている母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭３０３０３０３０世帯世帯世帯世帯」（」（」（」（１４１４１４１４．．．．００００％）％）％）％）にににに過過過過ぎずぎずぎずぎず、、、、ワーストグルーワーストグルーワーストグルーワーストグルー

プにプにプにプに属属属属しておりしておりしておりしており、、、、児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当のののの受給受給受給受給するするするする世帯世帯世帯世帯のうちのうちのうちのうち、、、、生活保護受給生活保護受給生活保護受給生活保護受給のののの要件要件要件要件のあるのあるのあるのある世帯世帯世帯世帯のののの比率比率比率比率はははは４４４４

００００％％％％だとだとだとだと推定推定推定推定するとするとするとすると捕捉率捕捉率捕捉率捕捉率はやはりはやはりはやはりはやはり相当低相当低相当低相当低いことはいことはいことはいことは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。    

生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者がががが生活保護生活保護生活保護生活保護をよりをよりをよりをより多多多多くくくく受受受受けられるようあらゆるけられるようあらゆるけられるようあらゆるけられるようあらゆる機会機会機会機会をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的にににに改善改善改善改善するこするこするこするこ

とととと。。。。    

    

（回答） 

ひとり親家庭の支援については、児童扶養手当現況届の受付窓口において、大阪府が作成

しているパンフレット、「ひとり親家庭の皆さんへのお知らせ」や「生活保護のしおり」等

を用意し、必要な情報を提供していきたいと考えております。 

 

 

        4444．．．．熊取町熊取町熊取町熊取町にににに「「「「社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法（（（（昭和昭和昭和昭和26262626 年法律第年法律第年法律第年法律第45454545 号号号号））））第第第第 14141414 条第条第条第条第３３３３項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする事務事務事務事務

所所所所（（（（医科医科医科医科「「「「福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所」」」」というというというという。）。）。）。）をををを設置設置設置設置するするするする。」。」。」。」ことのことのことのことの可否可否可否可否についてについてについてについて    

（（（（１１１１））））町民町民町民町民にとってのメリットとデメリットにとってのメリットとデメリットにとってのメリットとデメリットにとってのメリットとデメリット等等等等のののの様々様々様々様々なななな事項事項事項事項をををを調査調査調査調査・・・・検討検討検討検討しすることしすることしすることしすること    

（（（（２２２２））））具体的具体的具体的具体的にににに分分分分かるようかるようかるようかるよう試算試算試算試算をををを示示示示してしてしてして説明説明説明説明することすることすることすること。。。。    

 （回答） 

福祉事務所につきましては、社会福祉法により都道府県及び市には設置が義務づけられ、

町村は任意で設置することができるとされています。 

本町における福祉事務所の所掌事務につきましては、大阪府である岸和田子ども家庭セン

ターにおいて執行されているところです。 

本町に福祉事務所を設置した場合には、進達経由事務が直接処理できるようになりますが、

福祉事務所の事務を遂行させるためには、法定基準による専門職の配置が必要となるほか、

生活保護扶助費に対して国庫負担金や普通地方交付税の基準財政需用額算入はされますが、

新たな経費については本町の厳しい財政状況に影響を及ぼすことは否めません。 

住民の皆さまによりていねいに福祉サービスが提供できるように、平成28 年10 月から

ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）を１名増員するとともに、生活困窮者の相談窓

口を本町役場の本館１階において週２回開設するなど、岸和田子ども家庭センターとの連携

をより密にし、身近な所において直接福祉サービスの提供ができる連携体制も整えていると

ころです。 

以上のことから、本町における福祉事務所の設置につきましては、現段階におきましては

想定しておりません。ご理解をいただきますようお願いします。 

 

        5555．．．．町町町町はははは、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府はははは、Ｈ、Ｈ、Ｈ、Ｈ30303030 年度年度年度年度からのからのからのからの大阪府統一保険料大阪府統一保険料大阪府統一保険料大阪府統一保険料をそのままをそのままをそのままをそのまま実施実施実施実施せずせずせずせず、「、「、「、「世帯割世帯割世帯割世帯割」」」」をををを軽減軽減軽減軽減してしてしてして、、、、

低所得者低所得者低所得者低所得者のののの負担拡大負担拡大負担拡大負担拡大をををを「「「「20202020％％％％からからからから 5555％」％」％」％」にににに抑制抑制抑制抑制しましたしましたしましたしました。。。。    

            （（（（１１１１））））低所得者低所得者低所得者低所得者がががが社会保障社会保障社会保障社会保障であるであるであるである国保料国保料国保料国保料のののの負担負担負担負担でででで生活破生活破生活破生活破たんをたんをたんをたんを招招招招くことくことくことくことはあってはならないことはあってはならないことはあってはならないことはあってはならないこと

でありでありでありであり、、、、低所得者低所得者低所得者低所得者のののの保険料負担軽減保険料負担軽減保険料負担軽減保険料負担軽減をををを急務急務急務急務ですですですです。。。。町町町町としてのとしてのとしてのとしての独自独自独自独自のののの施策施策施策施策のののの強化強化強化強化をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    
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    （回答） 

 都道府県化に伴い保険料額が急激に増加することがないよう、平成３０年度から平成３

５年度までの６年間は激変緩和装置を講じることができます。 

本町国保では平成３０年度は急激な保険料を抑制するため、医療給付費分と後期支援金

分の「平等割を２５％引き下げた保険料」としました。 

なお、平成３１年度以降は大阪府が示す市町村標準保険料率の動向や活用可能な財源を

考慮して、平成２９年度保険料額と比較し、平成３０年度の激変緩和措置を上限として可

能な範囲で平成３５年度までの６年間は必要に応じて激変緩和措置を検討してまいりま

す。 

 

            （（（（２２２２））））府下市町村府下市町村府下市町村府下市町村のののの大多数大多数大多数大多数はははは大阪方式大阪方式大阪方式大阪方式にににに反対反対反対反対しておりしておりしておりしており、、、、他他他他のののの市町村市町村市町村市町村とととと足並足並足並足並みをみをみをみを揃揃揃揃えてえてえてえて、、、、国保料軽国保料軽国保料軽国保料軽

減減減減のためののためののためののための財政支援財政支援財政支援財政支援をををを国国国国やややや大阪府大阪府大阪府大阪府にににに対対対対してしてしてして要請要請要請要請することすることすることすること。。。。    

    （回答） 

 平成３６年度の府内統一に向けて広域化調整会議等で引き続き制度の検討が進められ

ておりますので、府内市町村の動向に注視するとともに、適切に対応してまいりたいと考

えております。 

 

 

        6666．．．．熊取町熊取町熊取町熊取町がががが大阪第三次医療大阪第三次医療大阪第三次医療大阪第三次医療圏圏圏圏（（（（泉州泉州泉州泉州））））のののの医療資源医療資源医療資源医療資源（（（（大規模病院大規模病院大規模病院大規模病院やややや医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師））））のののの不足不足不足不足のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな

拡充拡充拡充拡充はははは急務急務急務急務ですですですです。。。。    

（（（（１１１１））））大阪府大阪府大阪府大阪府とととと国国国国にににに早急早急早急早急なななな改善改善改善改善をををを要請要請要請要請することすることすることすること。。。。町町町町がががが国国国国とととと大阪府大阪府大阪府大阪府にににに要請要請要請要請したことにしたことにしたことにしたことに対対対対するするするする回答回答回答回答のののの    

説明説明説明説明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。        

    （回答） 

本町では、現在、広域医療対策として、泉州医療圏二次救急医療対策事業（高石市以南８

市４町参画）に参画するとともに、泉南地域３市３町（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・

田尻町・岬町）で泉佐野泉南医師会看護専門学校に補助金を支出するなど、地域の医療体制

の整備に努めているところです。 

 

（（（（２２２２））））泉州泉州泉州泉州のののの救命救急病院救命救急病院救命救急病院救命救急病院のののの規模規模規模規模がががが小小小小さくさくさくさく需要需要需要需要にににに応応応応えていないことはえていないことはえていないことはえていないことは大阪府大阪府大阪府大阪府のののの資料資料資料資料でもでもでもでも明明明明らかであらかであらかであらかであ

りりりり、、、、大規模災害時大規模災害時大規模災害時大規模災害時にもにもにもにも拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる大規模病院大規模病院大規模病院大規模病院をををを泉州泉州泉州泉州のののの中心部中心部中心部中心部にににに設置設置設置設置（（（（現中規模病院現中規模病院現中規模病院現中規模病院のののの大規模化大規模化大規模化大規模化をををを含含含含

むむむむ））））することはすることはすることはすることは急務急務急務急務ですですですです。。。。    

    （回答） 

      医療資源の不足については、大阪府及び国に対して必要な対策を求めてまいりたいと考え

ます。 

 


